
◎学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力

等の防止等のための措置に関する法律 
（令和六年六月二六日法律第六九号）   

一、提案理由（令和六年五月九日・衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成

に関する特別委員会） 

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者に

よる児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、その提案の

理由及び内容の概要を御説明いたします。 

 児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童

等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与え

るものです。 

 児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成

に資することを目的としており、これらを提供する場において児童等の心身に重大な影

響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、こ

れらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして支配的、優越的立場に立ち、継続的

に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり教育、保

育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童

等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められます。 

 そこで、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する一定の対象事業者が、児童等

に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのため

に講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与す

るものとして、この法律案を提出いたしました。 

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一に、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する対象事業者について、児童等

に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被

害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。 

 第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して

高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置とし

て、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等のおそれを早期に把握するための措

置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、

対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われるおそれがある場合には、その者を

対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、

対象従事者についての性犯罪前科の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の

防止措置を講ずる上で重要な手だてであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者に

ついての一定の性犯罪前科の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する

性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置



を講じることを求めることとします。 

 第三に、本法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置

者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受け

ることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の

実施を求めることとします。また、認定事業者については国が公表するとともに、認定

事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。 

 第四に、本法律案により児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求め

られることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき、対象従事者につ

いての一定の性犯罪前科の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとしま

す。 

 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定すると

ともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長報告（令和

六年五月二三日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました法律案、いわゆる子供性暴力防止法案につきま

して、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、性犯罪前科の

有無の確認その他の児童等に対する性暴力等の防止等の措置を講ずることを義務づける

ものであります。 

 本案は、去る五月九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に

付託されました。 

 本委員会においては、同日、加藤国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り

ました。翌週十六日には参考人から意見を聴取し、二十二日質疑を終局いたしました。

質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年五月二二日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なき

を期すべきである。 

一 民間教育保育等事業者が積極的に認定を受けることにより、その事業者に対する保

護者の信頼を高めることとなるよう、事業者及び保護者の双方に対し、認定制度の周

知啓発を図ること。 



二 対象事業及び対象業務への該当性の基準、児童対象性暴力等が行われるおそれがあ

る場合の防止措置に関する基準や具体例の明示、犯罪事実確認を行う前にこどもに接

する業務に従事させる特例が認められる場合及びその場合に必要な防止措置の内容、

調査の客観性の確保など、本法の運用に関する具体的な事項が下位法令やガイドライ

ンに委ねられていることを踏まえ、これらの制定を早急に行うこと。また、制定に当

たっては、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律や児童福祉法、

これらの法律に基づく指針等との整合性を図るだけでなく、事業者、従事者やこども

の声を適切に反映するとともに、防止措置の濫用の防止を図ることに留意すること。

その際には、性犯罪歴がある労働者に安全確保措置を講じる場合においても、雇用管

理上の措置をとる際には労働法制等に従う必要があることが重要である点にも留意す

ること。 

三 対象事業については、芸能事務所のように、主たる事業が教育ではなく、対象がこ

どもに限らない場合であっても、こどもを対象とする事業であれば広く含まれるよう

にすること。また、民間教育事業の要件に関し、「六月以上」とされている技芸又は

知識を習得するための標準的な修業期間の短縮について検討すること。 

四 ベビーシッターや家庭教師等のこどもを対象とする事業を営む個人事業主、マッチ

ングアプリ経由等による個人契約やフランチャイズ方式も犯罪事実確認等の対象とす

る仕組みを早急に検討すること。また、医療機関を対象事業とすることについても検

討すること。 

五 犯罪事実確認については、特定性犯罪の範囲を下着窃盗、ストーカー行為やこども

に重大な影響を与える性暴力と解される行為等にも拡大すること、確認対象期間を延

長すること、示談等により不起訴とされた場合や刑事事件には至らないものの懲戒解

雇となった場合なども対象とすることについて検討すること。また、これらの検討に

必要な知見が得られるよう、性犯罪の累犯性、余罪の状況などの特性や小児性愛を含

む性嗜好障害の実態に関する調査・分析・研究を進めること。 

六 本法の実効性を確保するためには、性加害の事実のもみ消しや加害者の自主退職に

よる懲戒の回避を防止する必要があることを踏まえ、事業者等に告発・通報を義務付

けることについて検討すること。 

七 学校設置者等及び認定事業者が研修、相談、調査等の措置を講ずる体制を負荷なく

構築することができるよう支援する仕組みを整備するとともに、こどもの安全・保護

に関する責任者を任命する仕組み等を検討すること。特に、研修、相談、調査等につ

いては、公平性、透明性及び質の担保のため、第三者性の確保にも留意すること。 

八 教員、保育士等の養成段階において、こどもに対する性暴力を防止するための教育

を充実させること。 

九 性被害を受けたこどもの人権を擁護するため、第三者機関を含む相談先の確保を推

進するとともに、トラウマケアの充実を図るための方策について検討すること。 



十 性暴力の根絶へ向けて、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動がとれる

よう、発達段階に応じて着実な指導に努めること。また、こどもが性被害から身を守

るために必要な知識を習得できるよう、こども向けの研修の充実を図るとともに、家

族や教員等のこどもにとって身近な存在からの性被害もあり得ることを「生命（いの

ち）の安全教育」において強調すること。 

十一 犯罪事実確認記録等が犯罪歴という要配慮個人情報を含み得ることを踏まえ、学

校設置者等及び認定事業者が犯罪事実確認記録等の管理及び廃棄を適正に行うよう徹

底するとともに、情報の漏えいを防止するための対策を講ずること。また、犯罪事実

確認の方法については、イギリスで採用されている第三者機関「Ｏｆｓｔｅｄ」によ

る確認の仕組みも参考にして、学校設置者等及び認定事業者への犯罪事実確認書の交

付が不要となる仕組みを検討すること。 

十二 本法に基づく規制が特定性犯罪事実該当者に対して事実上の就業制限を課すもの

であることを踏まえ、性犯罪の捜査及び立証に当たっては、誤った事実認定の防止に

一層留意すること。 

十三 学校設置者等及び認定事業者の採用内定者が内定を辞退した場合において、内定

辞退後にその者の採用を検討する他の事業者にとっては、これが犯罪事実確認の結果

に起因するものであるか否かが判別できないことを踏まえ、その者が偏見により就労

を妨げられることがないよう、所要の周知啓発を図ること。 

十四 性犯罪の加害者の再犯防止等に資するためにも、性嗜好障害の治療等のデータの

蓄積など、科学的根拠の構築に必要な調査研究を進めること。また、加害者の改善更

生及び社会復帰を支援するため、認知行動療法に基づく治療的支援を強化し、加害者

更生プログラムの充実を図るとともに、加害者の受講を促進すること。 

十五 本法が犯罪事実確認記録等という要配慮個人情報を含み得る情報を取り扱うこと

等を踏まえつつ、本法の施行に万全を期するため、政府における執行体制を早急に整

備すること。 

十六 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による犯罪事実確認並びに教育職員等に

よる児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第七条第一項の規定によるデータベース

の活用又は児童福祉法第十八条の二十の四第三項の規定によるデータベースの活用に

関し、それらの補完・連携の在り方について、学校設置者等及び民間教育保育等事業

者の負担を軽減するための方策にも留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずること。 

十七 児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について、本法の施行後三年の見

直しを待たず、必要に応じ、不断の見直しを行うこと。 

十八 民間教育事業における教授を行う者の人数等の要件を満たさない事業者等がいる

ことも踏まえつつ、こどもの安全の確保は本法のみで全うできるものではないことに

鑑み、こどもに対する性犯罪・性暴力対策の総合的な取組を進めること。 



十九 以上の項目は、こどもが誰一人として性被害を受けることがないよう万全を期す

るという一貫した考えのもと取り組むこと。 

三、参議院内閣委員長報告（令和六年六月一九日） 

○阿達雅志君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のた

めの措置に関する法律案は、児童対象性暴力等の防止等のために学校設置者等が講ずべ

き措置等について定めるとともに、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当

者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等

事業者に対して提供する仕組みを設けようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、本法律案の提出に至る

検討経緯、対象事業・業務や特定性犯罪の範囲を拡大する必要性、犯罪事実確認の対象

期間の妥当性、安全確保措置の具体的内容、更生、教育、治療などの性被害防止に向け

た総合的な取組の推進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御

承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年六月一八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 民間教育保育等事業者が積極的に認定を受けることにより、その事業者に対する保

護者の信頼を高めることとなるよう、事業者及び保護者の双方に対し分かりやすく、

かつ誤解を招かないように認定制度の周知啓発を図ること。 

二 対象事業及び対象業務への該当性の基準、児童対象性暴力等が行われるおそれがあ

る場合の防止措置に関する基準や具体例の明示、犯罪事実確認を行う前にこどもに接

する業務に従事させる特例が認められる場合及びその場合に必要な防止措置の内容、

調査の客観性の確保など、本法の運用に関する具体的な事項が下位法令やガイドライ

ンに委ねられていることを踏まえ、これらの制定を早急に行うこと。また、制定に当

たっては、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律や児童福祉法、

これらの法律に基づく指針等との整合性を図るだけでなく、事業者、労働者やこども

の参画の下で検討しその声を適切に反映するとともに、防止措置の濫用の防止を図る

ことや、おそれがあると誤認に基づき判断された場合の対応に留意すること。その際

には、性犯罪歴がある労働者に安全確保措置を講じる場合においても、雇用管理上の

措置をとる際には労働法制等に従う必要がある点をガイドラインに明記すること。 



三 対象事業については、芸能事務所のように、主たる事業が教育ではなく、対象がこ

どもに限らない場合であっても、こどもを対象とする事業であれば広く含まれるよう

にすること。また、民間教育事業の要件に関し、「六月以上」とされている技芸又は

知識を習得するための標準的な修業期間の短縮について検討すること。 

四 ベビーシッターや家庭教師等のこどもを対象とする事業を営む個人事業主、マッチ

ングアプリ経由等による個人契約やフランチャイズ方式も犯罪事実確認等の対象とす

る仕組みを早急に検討すること。また、医療機関を対象事業とすることについても検

討すること。 

五 犯罪事実確認については、特定性犯罪の範囲を下着窃盗、ストーカー行為やこども

に重大な影響を与える性暴力と解される行為等にも拡大すること、確認対象期間を延

長すること、示談等により不起訴とされた場合や刑事事件には至らないものの懲戒解

雇となった場合なども対象とすることについて検討すること。また、これらの検討に

必要な知見が得られるよう、性犯罪の累犯性、余罪の状況などの特性や小児性愛を含

む性嗜好障害の実態に関する調査・分析・研究を進めること。 

六 本法の実効性を確保するためには、性加害の事実のもみ消しや加害者の自主退職に

よる懲戒の回避を防止する必要があることを踏まえ、その事実が客観的に認められた

場合には、事業者等に告発・通報を義務付けることについて検討すること。また、性

犯罪を防止する観点から、施設などにおいて複数の目が行き届くような体制が整備さ

れるよう努めること。 

七 学校設置者等及び認定事業者が、その規模にかかわらず研修、相談、調査等の措置

を講ずる体制を負荷なく構築することができるよう支援する仕組みを整備するととも

に、こどもの安全・保護に関する責任者を任命する仕組み等を検討すること。特に、

研修、相談、調査等については、公平性、透明性及び質の担保のため、外部有識者の

活用など第三者性の確保にも留意すること。 

八 教員、保育士等の養成段階において、こどもに対する性暴力を防止するための教育

を充実させること。 

九 性被害を受けたこどもの人権を擁護するため、第三者機関を含む相談先の確保を推

進するとともに、トラウマケアの充実を図るための方策について検討すること。また、

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの体制の充実・強化に加え、

警察において、性被害の相談等がなされた場合は、被害者に寄り添って親身かつ適切

に対応するよう徹底すること。 

十 性暴力の根絶へ向けて、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動がとれる

よう、発達段階に応じて着実な指導に努めること。また、こどもが性被害から身を守

るために必要な知識を習得できるよう、こども向けの研修の充実を図るとともに、家

族や教員等のこどもにとって身近な存在からの性被害もあり得ることを「生命（いの

ち）の安全教育」において強調し、こどもの理解につなげること。 



十一 犯罪事実確認記録等が犯罪歴という要配慮個人情報を含み得ることを踏まえ、学

校設置者等及び認定事業者が犯罪事実確認記録等の管理及び廃棄を適正に行うよう徹

底するとともに、情報の漏えいを防止するための対策を講ずること。また、犯罪事実

確認の方法については、イギリスで採用されている第三者機関「Ｏｆｓｔｅｄ」によ

る確認の仕組みも参考にして、学校設置者等及び認定事業者への犯罪事実確認書の交

付が不要となる仕組みを検討すること。 

十二 本法に基づく規制が特定性犯罪事実該当者に対して事実上の就業制限を課すもの

であることを踏まえ、性犯罪の捜査及び立証に当たっては、誤った事実認定の防止に

一層留意すること。 

十三 学校設置者等及び認定事業者の採用内定者が内定を辞退した場合において、内定

辞退後にその者の採用を検討する他の事業者にとっては、これが犯罪事実確認の結果

に起因するものであるか否かが判別できないことを踏まえ、その者が偏見により就労

を妨げられることがないよう、所要の周知啓発を図ること。 

十四 性犯罪の加害者の再犯防止等に資するためにも、最新の医学的知見を踏まえつつ、

性嗜好障害の治療等のデータの蓄積など、科学的根拠の構築に必要な調査研究を進め

ること。また、加害者の改善更生及び社会復帰を支援するため、認知行動療法に基づ

く治療的支援を強化し、加害者更生プログラムの充実を図るとともに、加害者の受講

を促進すること。加えて、加害者のみならず、専門家により性嗜好障害又はその疑い

があると診断された者が適切な治療や支援を受けられる環境の整備に取り組むこと。 

十五 本法が犯罪事実確認記録等という要配慮個人情報を含み得る情報を取り扱うこと

等を踏まえつつ、本法の施行に万全を期するため、政府における執行体制を早急に整

備すること。また、犯罪事実確認書の交付申請に係る事務等を委託するに当たっては、

十分な情報管理体制が確保されている業者を選定するなど、申請従事者の個人情報の

漏えいが生じないよう万全を期すこと。 

十六 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による犯罪事実確認並びに教育職員等に

よる児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第七条第一項の規定によるデータベース

の活用又は児童福祉法第十八条の二十の四第三項の規定によるデータベースの活用に

関し、それらの補完・連携の在り方について、学校設置者等及び民間教育保育等事業

者の負担を軽減するための方策にも留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずること。 

十七 児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について、本法の施行後三年の見

直しを待たず、必要に応じ、不断の見直しを行うこと。 

十八 民間教育事業における教授を行う者の人数等の要件を満たさない事業者等がいる

ことも踏まえつつ、こどもの安全の確保は本法のみで全うできるものではないことに

鑑み、こどもに対する性犯罪・性暴力対策の総合的な取組を進めること。 

十九 以上の項目は、こどもの権利の保障を最優先に捉え、こどもが誰一人として性被



害を受けることがないよう万全を期するという一貫した考えの下に取り組むこと。 

  右決議する。 


